
ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

商品分類 属性区分

単位型・
追加型

投資対象
地域

投資対象資産
（収益の源泉） 独立区分 補足分類 投資対象

資産 決算頻度 投資対象
地域

対象
インデックス

追加型投信 国内 資産複合 ETF インデックス型 株式、不動産投
信 年２回 日本 その他＊

＊MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)
※商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）にてご覧いただけます。

■iシェアーズ　MSCI ジャパン気候変動アクション ETF（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）の募集につい
ては、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第５条の規定により有価証券届出書を2024年５月９日に
関東財務局長に提出しており、2024年５月10日にその届出の効力が生じております。

■当ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）については、委託会社のホームページにて閲覧いただけます。また、
投資信託説明書（請求目論見書）は、ご請求に応じて指定参加者を通じて交付いたします。なお、ご請求いただいた場合
には、その旨をご自身で記録をしておいてください。

■当ファンドの投資信託約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に添付されております。
■商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づ

き事前に受益者の意向を確認いたします。
■投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されております。

委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）

受託会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者）

ブラックロック・ジャパン株式会社
設立年月日：1988年３月11日

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第375号
資本金：31億2,000万円 運用する投資信託財産の合計純資産総額：12兆4,858億円（2024年１月末現在）

みずほ信託銀行株式会社

＜当ファンドの詳細情報の照会先＞
当ファンドの詳細情報については、以下にお問い合わせください。
電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の９：00～17：00） ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/

iシェアーズ　MSCI ジャパン気候変動アクション ETF
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

投資信託説明書（交付目論見書） 2024年５月10日
※本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
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iシェアーズ　MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

ファンドの目的・特色

ファンドの目的
iシェアーズ　MSCI ジャパン気候変動アクション ETFは、MSCIジャパン気候変動アクション指
数(配当込み)（以下「対象指数」または「ベンチマーク」といいます。）に採用されているあるいは
採用が決定された銘柄の株式および不動産投資信託に投資することにより、基準価額が対象指
数の動きと高位に連動することを目指した運用を行います。

ファンドの特色
ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、本商品のコンセプトが投資信託の機能を利用
して対象指数の現物化を図ろうとするものであり、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品
設計となっております。

1 MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)の動きと高位に
連動することを目指します。
MSCIジャパン気候変動アクション指数について

MSCIジャパン気候変動アクション指数とは
MSCIジャパン気候変動アクション指数は企業が直面する移行リスクのみならず、企
業の炭素排出削減目標や気候リスク管理能力もバランスよく考慮して企業を評価し、
それに基づいてGICS®セクター内の上位半分の銘柄を組み入れる指数です。

MSCI ジャパン(親指数) 
日本に上場する大・中型株及び不動産投資信託を対象にした、日本株

市場の浮動株時価総額の約85%をカバーするインデックスです。

• 炭素排出強度 - セクター内での相対的な炭素排出強度で銘柄を4分位（25%ずつ）に分類
• 炭素排出削減目標/SBTi 2* - 個々の銘柄でSBTi認定の削減目標、または過去3年の平均の削減

幅がセクター間で上位25%かつ削減目標を設定している銘柄はスコアを2分位引き下げ
• その他銘柄は、以下のいずれかに該当する場合、スコアを１分位引き下げ 3*

• グリーンビジネス - グリーンビジネスの売り上げがセクターの上位25%かつ企業収益全体
の売り上げの5%を占める銘柄

• 気候変動リスク管理 - 気候変動リスク管理能力がセクターの上位25%に含まれる銘柄
• 各セクター内でスコアが低い順、浮動株調整時価総額が高い順でランク付け

MSCIジャパン気候変動アクション指数
指数全体のリバランス・銘柄入れ替えは年２回(5月・11月の最終営業日）

適格性
炭素排出量が最も高い上位5%の
企業はSBTi認定目標が適格要件
となります。

スクリーニング項目
• 不祥事
• タバコ
• 非人道的兵器
• 核兵器
• 燃料用石炭
• オイルサンド
• 気候変動マネージメント能力における下位4分位企業

スクリーニング

個別銘柄の評価及びランク付け

銘柄選定・ウェイト付け

• 不祥事スコア、事業スクリーニングなどの該当銘柄を除外
• ACWI IMI指数1*の構成銘柄で炭素排出量がもっとも多い5％の銘柄を除外。但し

上位5%であっても、SBTiが認定した削減目標を設定している銘柄は適格要件
を付与。 

• GICSⓇセクター毎に気候変動リスク管理スコアが下位4分位企業（25%）を除外

• 各セクター内で個別銘柄の評価順に銘柄数の上位50%に達する
まで組み入れ

• １銘柄あたり上限５％
• 親指数に対する業種ウェイト±5%以内

MSCIジャパン気候変動アク
ション指数(配当込み)は、気
候変動対策のアプローチとし
て、日本の株式市場全体の業
種ウェイトを保ちながら、企
業の現在の炭素排出量だけで
なく、気候変動に対する取り
組みを評価します。委託会社
は、当指数が日本株市場を包
括的にカバーしながら、脱炭
素化に向けた取り組みを促進
する点から優れた指数である
と評価し、ベンチマーク指数
として選定しました。

連動対象指数の
選定理由について

上記プロセスに基づきESGを主要な要素として選定した投資対象に信託財産を投資します。
(出所) MSCI Inc.の資料を基にブラックロック作成
1* MSCI ACWI指数は、先進国23ヵ国および新興国24ヵ国に上場する大・中・小型株を対象にしたインデックスです。グローバ

ルの株式市場の約99%をカバーしています。
2* SBTi（Science Based Targets initiative）とは、科学と整合した温室効果ガスの削減目標を企業が公的に宣言・設定・実

行していくことで「パリ協定」で掲げた「世界の平均気温上昇を２℃未満に抑える」という目標を達成するための取り組みです。
3* 両方に該当した場合は１部位の引き下げを行います。
※上述のESG要素を運用プロセスにおいて勘案する際の制約要因やリスクについては、後述の「投資リスク」に記載しております。
※当指数の気候変動や環境に関連するデータ・指標については以下をご覧ください。
　https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/strategies/sustainable-investing/information
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2 受益権を東京証券取引所に上場します。
ファンドの受益権は、いつでも東京証券取引所で売買することができます。
売買単位は、10口単位です。手数料は売買の委託を受けた第一種金融商品取引業
者が独自に定める率を乗じて得た額とします。取引方法は株式と同様です。
詳しくは東京証券取引所の会員である第一種金融商品取引業者へお問い合わせくだ
さい。
※取引所での市場価格は取引時間中に変動するものであり、取引所における需給のバランスや売買高の状況、各種取引規制、
投資対象市場と取引市場の時差または取引日の相違等の影響を受けることにより、ETFの市場価格は基準価額から乖離するこ
とがあります。

3 追加設定・交換は一定口数以上の申込に限定されます。
対象指数に高位に連動するという目的の支障とならないようにするために、追加設
定・交換を対象指数のポートフォリオを組成するために必要な金額以上の場合に限定
するものです。
追加設定・交換はクリエーション・ユニットと呼ばれる単位ごとによって行われます。ク
リエーション・ユニットとは、受益権の取得・交換を行うために委託会社が定める受益権
の口数で表示される単位をいいます。
１クリエーション・ユニットに対応する受益権の口数は、委託会社が毎営業日ごとに決
定します。

4 追加設定・交換は対象指数を構成する株式により行うことができます
１クリエーション・ユニットの設定・交換を行うために必要な対象指数を構成する株式

（以下「対象指数構成銘柄」といいます。）および金銭の内容は、ポートフォリオ・コンポ
ジション・ファイル（以下「PCF」といいます。）として委託会社が決定し、指定参加者＊

に提示します。ファンドの基準価額と金融商品取引所での時価との間に乖離が生じた
ときに、合理的な裁定が入り、そうした乖離が収斂することにより、金融商品取引所で
の円滑な価格形成が行われることを期待するものです。
＊「指定参加者」とは、委託会社が、受益権の取得申込および交換請求を行う者として指定した第一種金融商品取引業者とします。

（イ）追加設定
投資者は、PCFにより定められた対象指数構成銘柄および金銭をもって受益権を取得し
ます。
また、投資者が対象指数構成銘柄に含まれる株式の発行会社等である場合には、原則と
して、対象指数構成銘柄の時価総額のうち当該銘柄の時価総額に相当する金額および
当該銘柄を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額（本書類作成
時現在、当該時価総額の0.03％を上限とした額）を当該銘柄に代えて金銭にて指定参
加者に支払うものとします。

（ロ）交換
一定口数以上の受益権を保有する投資者は、それに相当する信託財産中の対象指数構
成銘柄と交換することができます。

■有価証券の貸付を行う場合があります。その場合、運用の委託先としてブラックロック・インスティテューショナル・
トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．に株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。

運用体制
●　ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
●　ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
●　社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署に

フィードバックする部門、あるいは投資委員会等の開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって
運用が行なわれているか確認する組織、機能が確立しています。

●　当ファンドの運用は、株式インデックス運用部（６名程度）が担当いたします。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
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iシェアーズ　MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

投資制限
株式および不動産投資信託証券の投資割合については、特に制限を設けないものとします。
外貨建資産への投資は、原則、行いません。

分配方針
年２回の毎決算時（原則として２月９日および８月９日）に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有価
証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配する
ことを原則とします。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ブラックロックにおける全社的なスチュワードシップ方針については後述の「追加的記載事項」をご覧下さ
い。
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投資リスク

基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きによる影響を受けます。これらの信
託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元
金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者
は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンド
に係る主なリスクは以下のとおりです。

■国内株式投資のリスク
日本国内に本拠を置く企業の普通株式を主要投資対象とします。したがって、国内の経済お
よび市場動向または組入株式の発行会社の経営・財務状況に応じて組入株式の株価および配
当金が変動し、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

■ESGを運用プロセスにおいて勘案する際の制約要因やリスク
連動対象とする指数がESG特性を考慮している限り、投資機会や、投資対象となる銘柄が制
限されることがあります。そのため、ESG特性を考慮しないファンドに比べて、当ファンドの運
用成果が下回る可能性があります。また、当ファンドは市場全体と比べて特定の銘柄へ高い
比率で投資することもあり、市場全体あるいは他のESG基準を使用するファンドの運用成果
を下回る可能性があります。指数提供者は、組入れ銘柄のESG特性や指数のESG目標・制約
を、指数のリバランス時にのみ評価する場合があります。そのため、有価証券がESG基準を
満たさなくなったとしても、次回のリバランスまでは連動指数に含まれる可能性があります。
従って、連動指数に含まれる特定の有価証券や指数全体が、指数提供者の設けたESG基準を
常に満たし続けない可能性があります。

■不動産投資信託証券への投資リスク
不動産投資信託証券に投資します。不動産投資信託証券は、保有不動産の評価額等の状況、
市場金利の変動、レバレッジ（借入）状況、保有不動産の運営状況（賃貸収入、物件価値の維
持・向上等）、不動産市況や株式市場の動向等により価格が変動します。また、不動産投資信託
証券を購入あるいは売却しようとする際に、市場の急変等により流動性が低下し、購入もしく
は売却が困難または不可能等になることが考えられます。加えて、不動産投資信託証券の運
営上のリスクの影響（当該不動産投資信託証券の上場廃止等）を受けることが想定されます。
このような事態が生じた場合にはファンドの運用成果に影響を与えます。

■有価証券の貸付等におけるリスク
有価証券の貸付等において、取引先リスク（取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る危険のこと、また契約期限どおりに貸付有価証券が返却されないこと等）が生じる可能性が
あり、損失を被ることがあります。
また、貸付有価証券等が返却されない等の契約不履行が生じた場合、借主より差し入れられ
た担保有価証券等(担保には、ブラックロック・グループが設定または運用するファンドが含ま
れる場合があります。)により清算処理を行いますが、貸付有価証券または担保有価証券の評
価額の時価変動等により、ファンドが損失を被ることがあります。
これらのリスクを低減させるため、ファンドはブラックロックの関係会社との間の補償契約の
対象となる場合があります。当該補償契約の対象となった場合、貸付契約不履行時に担保有
価証券の価値が貸付有価証券の価値に満たなかった時には、当該補償により貸付有価証券
の全てが補償されます。
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iシェアーズ　MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

その他の留意点
◆当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はあり

ません。
◆流動性リスクに関する事項

当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金
請求に制約がかかる等のリスク（流動性リスク）があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると
考えられる状況は以下の通りです。

・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、
株式市場動向が不安定になった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請

求に制限がかかる場合があります。
◆収益分配金に関する留意点

・分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金
額相当分、基準価額は下がります。

・分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具
体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リ
スクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク（流動性リ
スクを含む）が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、
社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理
を行っております。
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（参考情報）
当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落
率の比較

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基
準価額の推移

（2019年２月～2024年１月） （2019年２月～2024年１月）
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※上記グラフは過去５年間の各月末における１年間の騰落率の平均・
最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて
表示したものです。当ファンドについては、税引前の分配金を再投
資したものとみなして計算しており、実際の基準価額に基づいて計
算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当ファンドの
設定日が2023年６月７日のため、当ファンドについては、ベンチ
マークが算出された2018年11月30日以降のベンチマークの
数値を用いた騰落率を記載しておりますので、当ファンドの実績と
は異なります。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記グラフは過去５年間の各月末における分配金再投資基準価額
の１年間の騰落率および分配金再投資基準価額の推移を表示した
ものです。なお、当ファンドの設定日は2023年６月７日のため、分
配金再投資基準価額については、2023年６月末から表示してお
ります。また、年間騰落率については、ベンチマークが算出された
2018年11月30日以降の数値を用いた年間騰落率を表示して
おりますので、当ファンドの実績とは異なります。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみ
なして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

※各資産クラスの指数
日本株……… 東証株価指数（配当込み）
先進国株…… MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）
新興国株…… MSCIエマージング・マーケッツ指数（配当込み、円

ベース）
日本国債…… NOMURA－BPI国債
先進国国債… ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国国債… J.P.モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エ

マージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円ベース）

（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース
としております。

＜各指数について＞
東証株価指数（配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する我が国を代表する指数です。東
証株価指数（配当込み）の指数値および東証株価指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連
会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハ
ウおよび東証株価指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（配当込み）の指数
値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）およびMSCIエマージング・マーケッツ指数（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発、計算した
株価指数です。MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）は日本を除く世界の主要先進国の株式を、また、MSCIエマージング・マーケッツ・イ
ンデックス（配当込み、円ベース）は新興国の株式を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、
MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
NOMURA－BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、日本国債の市場全体の動向
を表す投資収益指数です。同指数に関する知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、
野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA－BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもので
はなく、NOMURA－BPI国債を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益
率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべて
の権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
J.P.モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）は、J.P.モルガン・セキュリ
ティーズ・エルエルシーが発表しており、新興国の現地通貨建ての国債を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権はJ.P.モルガ
ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。
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iシェアーズ　MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

※運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証するものではありません。
※ベンチマークはあくまでも参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページにて開示しております。

運用実績 2024年１月末現在

基準価額・純資産の推移
（円）
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純資産総額（右軸）
分配金再投資基準価額（左軸）
ベンチマーク（左軸）

※分配金再投資基準価額（1,000口単位）は信託報酬控除後の値です。信託報酬等については、後述の「ファンドの費用」をご覧下さい。また、ベ
ンチマークについては、設定時を200,000とした指数値で表示しています。

※分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。

年間収益率の推移
※ファンドの収益率は、決算時の分配金を非課税で再投資したものとして算出しています。
※2018年は、ベンチマークの算出が開始された11月30日から年末までの収益率を表示しております。
※2018年から2022年は、ベンチマークの年間収益率を表示しています。
※2023年は、ファンドは設定日（6月7日）から年末までの収益率を、ベンチマークは年初から年末までの収益率を表示しています。
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分配の推移
該当事項はありません。

主要な資産の状況
組入上位10銘柄（％）

銘柄名 業種 比率
１ ソニーグループ 電気機器 5.3
２ 三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 銀行業 5.1
３ トヨタ自動車 輸送用機器 5.0
４ 日立 電気機器 3.5
５ 信越化学 化学 3.4
６ 三井住友フィナンシャルＧ 銀行業 3.2
７ リクルートホールディングス サービス業 2.8
８ 第一三共 医薬品 2.6
９ ＫＤＤＩ 情報・通信業 2.4
10 東京海上ＨＤ 保険業 2.3
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手続・手数料等

お申込みメモ
取 得 単 位 １クリエーション・ユニット以上１クリエーション・ユニット単位

取 得 価 額

取得申込受付日の基準価額
ファンドの基準価額は、1,000口当たりで表示されます。
投資者は、PCFにより定められた対象指数構成銘柄および金銭をもって受益権を取
得します。
委託会社は、PCFを取得申込受付日の前営業日に指定参加者に提示します。

株 式 の 引 渡 し 取得申込に係る対象指数構成銘柄および金銭を、指定参加者の指定する日までに引
渡すものとします。

当 初 元 本 当初元本は１口当たり、200円です。

交 換 単 位 １クリエーション・ユニット以上１クリエーション・ユニット単位

交 換 価 額

交換請求受付日の基準価額
信託財産に属する株式のうち、交換請求された受益権の価額に相当する株式および
不動産投資信託証券を投資者に交付します。
交付される株式（PCF）は交換請求受付日の前営業日に指定参加者に提示します。

交 換 株 式 の 交 付 原則として指定参加者または交換請求者に交換請求受付日から起算して３営業日目
から信託財産に属する株式および不動産投資信託証券の交付を行います

申 込 締 切 時 間

取得申込受付日または交換請求受付日の午後３時＊までとします。
※午後３時＊以降は申込を取り消す事ができません。ただし、指定参加者および取得申込者が、申込日の午後３時＊まで

に委託会社に取り消しの申出を行い、委託会社が承認する場合は、その申込を取り消すことができます。
＊2024年11月5日以降は、原則として、午後３時30分までに指定参加者が受け付けたものを当日の申込分とする

予定です。なお、指定参加者によっては異なる場合がありますので、お申込みの指定参加者にお問い合わせくださ
い。また、原則として、午後３時30分以降は申込を取り消す事ができません。ただし、指定参加者および取得申込者
が、申込日の午後３時30分までに委託会社に取り消しの申出を行い、委託会社が承認する場合は、その申込を取り
消すことができます。

購 入 の 申 込 期 間 2024年５月10日から2024年11月８日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

取 得 申 込 ・
交 換 請 求 不 可日

次の１．から７．の期日および期間については購入および換金に応じない場合があり
ます。
１．ファンドの計算期間終了日（決算日）の前営業日（ただし決算日が休業日の場合は、

決算日の２営業日前から前営業日までの間）
２．委託会社が、約款に規定する運用の基本方針に沿った運用に支障を来たすおそれ

のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
３．対象指数構成銘柄の配当落日、分配落日および権利落日の各々前営業日から翌営

業日までの間
４．対象指数構成銘柄の変更実施日および銘柄株数、銘柄口数の変更実施日の各々前

営業日から翌営業日までの間
５．対象指数構成銘柄の売買停止日
６．このファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
７．上記１．から６．のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるや

むを得ない事情が生じたものと認めたとき
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iシェアーズ　MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

取 得 申 込・交 換
請 求 受 付 の 中 止
お よ び 取 消 し

金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときおよび委託会社が必要と認めるときは、受益権の購入・換金の受付の中止、受
益権の取得申込・換金請求の受付の取消しまたはその両方を行うことができます。

信 託 期 間 無期限（2023年６月７日設定）

繰 上 償 還

投資者のため有利であると認めるとき、もしくは設定日から３年経過の日以降に、受
益権の口数が1,500万口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発
生した場合等には、信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）させる場合がありま
す。
また、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合、ま
たは、対象指数が廃止された場合等は、繰上償還させます。

決 算 日 毎年２月９日および８月９日

収 益 分 配 毎決算時に収益分配方針に基づき分配します。

信 託 金 の 限 度 額 10兆円相当の有価証券および金銭とします。

公 告 投資者に対してする公告は、電子公告により次のアドレスに掲載します。
www.blackrock.com/jp/

運 用 報 告 書 運用報告書の作成・交付はいたしません。

課 税 関 係

課税上は上場証券投資信託等として取扱われます。上場証券投資信託等は税法上、
一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、第一種金
融商品取引業者により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、第一種金融商品取
引業者にお問い合わせください。配当控除または益金不算入制度の適用はありませ
ん。
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ファンドの費用・税金
■ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 （各費用の詳細）

取 得 時 手 数 料
指定参加者が定める申込手数料（消費税等相当額を
含む。）を投資者から徴収することができるものとし
ます。詳細は、指定参加者にお問い合わせください。

取得時の商品説明、取得に関
する事務手続き等の対価

信 託 財 産 留 保 額 ありません。 －

交換（買取）時手数料

指定参加者は、投資者が交換を行うときおよび受益
権の買取りを行うときは、当該投資者から、指定参加
者が独自に定める手数料（消費税等相当額を含む。）
を投資者から徴収することができるものとします。詳
細は、指定参加者にお問い合わせください。

交換（買取）に関する事務手
続き等の対価

投資者が間接的に負担する費用 （各費用の詳細）

運 用 管 理 費 用
（信 託 報 酬）

ファンドの純資産総額に対して年0.088％（税抜
0.08％）以内の率を乗じて得た金額
※運用管理費用（信託報酬）は、日々計上され、毎計算期末または信託終

了のときファンドから支払われます。

運用管理費用（信託報酬）＝運
用期間中の基準価額×信託報
酬率

運用管理費用
の配分

（委託会社） 年0.0682％
（税抜0.062％）以内

ファンドの運用、基準価額の計
算、各種書類の作成等の対価

（受託会社） 年0.0198％
（税抜0.018％）

運用財産の管理、委託会社から
の指図の実行等の対価

その他の費用・手数料

上場に係る費用、対象指数の商標の使用料について、
ファンドの純資産総額の年0.03025％（税抜
0.0275％）を上限として、日々計上され、毎計算期
末または信託終了のときファンドから支払うことがで
きます。
ファンドの諸経費、売買委託手数料等は、その都度も
しくは日々計上され、その都度もしくは毎計算期末ま
たは信託終了のとき、ファンドから支払われます。
また、株式の貸付を行った場合はその都度、信託財産
の収益となる品貸料の２分の１相当額以内が報酬と
してファンドから運用の委託先等に支払われます。
※その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであ

り、事前に料率、上限額等を示すことができません。

・ファンドの諸経費：ファンド
の財務諸表監査に関する
費用、信託財産に関する租
税、信託事務の処理に要す
る諸費用、受託会社の立替
えた立替金の利息等

・売買委託手数料：組入有価
証券の売買の際に発生す
る手数料

※当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
※取得時手数料、交換（買取）時手数料、運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料は、消費税および地方消費税に相当する金額を含みます。

■税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時　期 項　目 税　金

分配時 所得税および地方税 配当所得として課税されます。
分配金に対して20.315％

売却時および交
換時 所得税および地方税 譲渡所得として課税されます。

売却時および交換時の譲渡益に対して20.315％
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、第一種金融商品取引業者で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり、税法上の要件を満たした商
品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。

※法人の場合は上記とは異なります。
※上記は2024年１月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、

税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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iシェアーズ　MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

「MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)（以下「MSCI指数」といいます。）」の著作権等について
当金融商品は、MSCI Inc.（以下、「MSCI」と言う）、その関連会社、その情報提供会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係し
たその他の当事者（以下、まとめて「MSCI関係会社」と言う）が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが
独占的に所有しています。MSCIおよびMSCI指数は、MSCIおよびその関係会社のサービスマークであり、ブラックロック・ジャパン株式会社は
特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI関係会社は、ブラックロック・ジャパン株式会社または当金融商品の所有者または不特
定多数の公衆に対して、金融商品全般的またはこの特定の金融商品への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをト
ラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI Inc.とその
関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、当金融商品または当金融商品
の所有者に関わらず、MSCI Inc.により決定、作成、および計算されています。MSCI関係会社は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算におい
て、ブラックロック・ジャパン株式会社または当金融商品の所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI関係会社は、当金融商品
の募集等に関する事項の決定について、また、当金融商品を換金するための計算式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もし
ていません。更に、MSCI関係会社は、当金融商品の所有者に対し、当金融商品の管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務また
は責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、
MSCI関係会社は、MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありま
せん。MSCI関係会社は、明示的にも暗示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、ブラックロック・ジャパン株式会社、当金融商品の所有者そ
の他の個人・法人が、契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連してMSCI指数またはそれに含まれる
データを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません。MSCI関係会社は、MSCI指数およびそれに含まれるデー
タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。更に、MSCI指数およびそれに
含まれるデータに関し、MSCI関係会社は、明示的、暗示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI関係会社は、特定目的のための市場性または
適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲
罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI関係会社は、
いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

追加的記載事項
純資産総額に応じた段階料率について

信託報酬率は純資産総額に応じた段階料率を採用しております。
純資産総額 500億円以下の部分 500億円超の部分
信託報酬率

（税込、年率） 0.088% 0.066%

よって、純資産総額の増加に伴い、信託報酬率は低下します。
純資産総額から算出した信託報酬率の試算（税込）

0.100%

0.065%

0.070%

0.080%

0.090%

0.075%

0.085%

0.095%

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
純資産総額（億円）

信
託
報
酬
率（
税
込
）

0.088%

0.077%

0.068% 0.068%0.069%0.069%0.070%0.070%0.072%
0.073%

計算式は下記の通りです。
純資産総額 純資産総額から算出する信託報酬率の計算式

500億円以下の部分 0.088%

500億円超の場合
500億円×0.088%+（純資産総額－500億円）×0.066%

純資産総額
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ブラックロックにおける全社的なスチュワードシップ方針
ブラックロックのインベストメント・スチュワードシップチームは、各運用チームと連携しながら、以下のアプ
ローチでスチュワードシップ活動を実施しています。詳細は当社ウェブサイトでご覧いただけます。

https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/about-us/stewardship
１．投資先企業に対する対話（エンゲージメント）と議決権行使を行います。
２．お客様の利益最大化の観点から、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことで、スチュ

ワードシップ責任を果たすことを目指します。
※上記方針は、当ファンドまたは主要投資対象ファンドにおける固有の方針ではなく、インベストメント・スチュ

ワードシップチームが行うエンゲージメントは、当ファンドまたは主要投資対象ファンドの運用目標の達成を
目的とするものでもありません。
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